
 

 

 

 

仙台市重度障害児者等受入短期入所 

事業所加算制度の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年１０月 

仙台市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 
 

１ 本制度について 

 

【目的】 

 本制度は、短期入所を行う事業者が重度の障害児者等に対して原則１：１以上の職員配置に

より手厚い支援を実施した場合、介護給付の支給に加算して支給を行うものである。 

 

【対象者】 

① 市内に住民票及び居所を有する者 

② 市から自立支援給付の介護給付費のうち短期入所の支給決定を受けている者 

③ 原則１：１以上の職員配置による支援を必要とする者 

 

【加算】 

 対象者１人につき１日 300単位×地域単価※ 

 ※厚生労働大臣が定める１単位の単価（平成 18年厚生労働省告示第 539号） 

 

 

２ 給付申請・決定について 

 

仙台市重度障害児者等受入短期入所事業所加算制度の支給を受ける場合は、申請が必要。 

① 事業者要件 

障害者総合支援法第５条第８項に規定する短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者

として市から指定を受けた者 

  ※仙台市発達障害児者自立支援事業実施要綱（平成 19年 10月１日健康福祉局長決裁）に 

定める仙台市発達障害児者自立支援事業の受託事業者ではないこと 

 

② 申請手続き 

ア 「仙台市重度障害児者等受入短期入所事業所加算制度給付（更新）申請書」（様式

第 1 号）を仙台市障害者支援課に提出する。 

イ 仙台市から、申請者あてに「仙台市重度障害児者等受入短期入所事業所加算制度

給付決定通知書」（様式第 2 号）を送付する。 

   ※ 申請後、事業者名、住所、連絡先、事業所名等に変更が生じた場合は、「仙台市重

度障害児者等受入短期入所事業所加算制度給付変更承認申請書」（様式第 3 号）を

提出すること。 
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３ 請求について 

 

サービス提供後、提供月の翌月 10日までに下記に「仙台市重度障害児者等受入短期入所 

事業所加算制度実施報告書兼計算書」（様式第４号）、「仙台市重度障害児者等受入短期入所事 

業所加算制度サービス提供実績記録票」（様式第６号）、請求書を郵送又は持参すること。審 

査後、提供月の翌々月の20日頃に指定された口座に支払う。（サービス提供月が4月の場合、 

請求は 5 月 10 日まで、支払いは 6 月 20 日頃になる） 

 

（請求先・問合せ先） 

〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目７番１号 

仙台市健康福祉局障害福祉部障害者支援課地域生活支援係 

電話 022-214-8164  FAX022-223-3573 

 

 

４ 本制度に関する Q＆A 

 

Ｑ１ 原則１：１以上の職員配置による支援について 

① ３：２（対象者：職員）で支援した場合 

② ４：２（対象者１他利用者３：職員）で支援した場合 

③ ２：１で支援した場合 

Ａ１  

① 対象者全員に対して算定して差し支えない。４：３、５：４の職員配置により支

援を実施した場合も同様とする。なお、対象者は利用者名簿に掲載されている者

であること。 

② 対象者１人に対して職員１人を配置し、他利用者３人を職員１人が支援した場合

には、対象者１人に対して算定可とする。 

③ 算定不可。 

 

※サービス実施日の利用者が１人で、職員１人が支援を実施する場合にも算定して差 

し支えないが、安易に算定することなく対象者として利用者名簿に掲載されている 

者であることに留意すること。 

 

Ｑ２ 対象者の条件 

① 障害支援区分や障害状況等の基準は 

② 仙台市外の利用者は 

Ａ２  

①  区分や程度による基準は設けていない。 

対象は原則１：１以上の職員配置による手厚い支援を必要とする者。 

②  非該当。対象者は市内に住民表及び居所を有する者。 
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請求書（記入例） 

 

 

 

資 料 
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実施報告書（記入例） 

 



- 5 - 
 

 

 

実績記録票（記入例） 

 


